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会 議 の 顛 末

開 会 ＜午前９時３０分＞

事務局 おはようございます。

それでは、定刻になりましたので、渋川市農業委員会総会会議規則

、 、第２条第３項の規定によりまして 山本会長に議長を務めていただき

議事進行をお願いいたします。

議 長 おはようございます。

始まる前にご協力をお願いします。会議に支障をきたすため、携帯

電話等はマナーモード又は電源を切ってもらいたいと思います。

令和２年度第２０回渋川市農業委員会総会を開会いたします。

皆様のご協力により、スムーズに議事進行を進めたいと思います。

、 。ただいまの出席委員は１９人中１９人で 会議は成立しております

早速ですが、議事に入ります。

議事日程第１、会期の決定を議題といたします。

。 、 。お諮りいたします 本会議の会期は 本日１日としたいと思います

これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

議 長 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたします。

続きまして、議事日程第２、議事録署名委員の指名を議題といたし

ます。

議事録署名委員に、議席番号３番、岸正二委員、議席番号４番、角

田壽一委員を指名したいと思います。これにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

議 長 異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、議席番号３番、

岸正二委員と議席番号４番、角田壽一委員に決定いたしました。

続きまして、議事日程第３、報告第１号、農地法第１８条第６項の

規定による通知についてを議題とします。事務局の説明をお願いいた

します。

事務局 はい、議長。事務局長。

議 長 はい、事務局長。
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事務局 ただいまご上程いただきました、報告第１号、農地法第１８条第６

項の規定による通知についてをご説明いたします。報告書の１ページ

をお願いします。

農地法第１８条第６項の規定による通知について、次のとおり受理

いたしましたので、ご報告いたします。

この度の届出は、１ページに記載の番号１番の１件で、表頭の左か

、 、 、 、 、 、 、ら 番号 受付年月日 住所 賃貸人 賃借人 土地の表示及び面積

賃貸借契約をした日、合意解約の合意が成立した日、賃貸借の合意に

よる解約をした日及び土地の引渡しの時期は、記載のとおりでござい

ます。

。 。以上で報告第１号の説明を終わります よろしくお願いいたします

議 長 事務局の説明が終わりました。

質疑等がございましたらお願いいたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

続きまして、議事日程第４、報告第２号、農地使用貸借合意解約通

知についてを議題とします。事務局の説明をお願いいたします。

事務局 はい、議長。事務局長。

議 長 はい、事務局長。

事務局 ただいまご上程いただきました、報告第２号、農地使用貸借合意解

約通知についてをご説明いたします。報告書の３ページをお願いしま

す。

農地使用貸借合意解約通知について、次のとおり受理いたしました

ので、ご報告いたします。

この度の届出は、３ページから４ページに記載の番号１番から５番

、 、 、 、 、 、 、の５件で 表頭の左から 番号 受付年月日 住所 貸付人 借受人

土地の表示及び面積、契約をした日、合意解約が成立した日、合意に

よる解約をした日及び土地の引渡しの時期は、記載のとおりでありま

す。

。 。以上で報告第２号の説明を終わります よろしくお願いいたします

議 長 事務局の報告が終わりました。

質疑等がございましたらお願いいたします。
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（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

続きまして、議事日程第５、報告第３号、農地法第３条の３第１項

の規定による届出についてを議題とします。事務局の説明をお願いし

ます。

事務局 はい、議長。事務局長。

議 長 はい、事務局長。

事務局 ただいまご上程いただきました、報告第３号、農地法第３条の３第

１項の規定による届出についてをご説明いたします。報告書の５ペー

ジをお願いします。

農地法第３条の３第１項の規定による届出について、次のとおり受

理いたしましたので、ご報告いたします。

この度の届出は、５ページから７ページに記載の番号１番から６番

までの６件で、表頭の左から、番号、受付年月日、住所、届出者、土

地の表示及び面積、権利を取得した日は、記載のとおりであります。

また、全ての届出について、権利を取得した事由は相続、取得した

権利の種類は所有権であります。

。 。以上で報告第３号の説明を終わります よろしくお願いいたします

議 長 事務局の報告が終わりました。

質疑等がございましたらお願いいたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、質疑を終結します。

続きまして、議事日程第６、報告第４号、制限除外の農地等移動通

知についてを議題とします。事務局の説明をお願いします。

事務局 はい、議長。事務局長。

議 長 はい、事務局長。

事務局 ただいまご上程いただきました、報告第４号、制限除外の農地等移

動通知についてご説明いたします。報告書の９ページをお願いいたし

ます。

制限除外の農地等移動通知について、次のとおり受理いたしました
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ので、ご報告いたします。

この度の届出は、９ページから１５ページに記載の番号１番から６

、 、 、 、 、 、番の６件で 表頭の左から 番号 受付年月日 届出者 土地所有者

土地の表示及び面積、農地転用の時期及び転用目的は、記載のとおり

であります。

。 。以上で報告第４号の説明を終わります よろしくお願いいたします

議 長 事務局の報告が終わりました。

質疑等がございましたらお願いいたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

続きまして、議事日程第７、報告第５号、農地転用申請に伴う現地

調査についてを議題とします。

それでは、渋川、伊香保地区を岸正二第１班長、子持、北橘地区を

髙井眞佐実第１班長より報告をお願いします。最初に岸第１班長、お

願いいたします。

３ 番 １０月２７日に実施しました、第１班、渋川、伊香保地区の現地調

査報告をいたします。

参加者は、斉藤美保委員、髙橋昭彦委員、山本彰一郎委員、事務局

の吉田係長、中嶋主事と私、岸の６名で実施しました。

今回の渋川、伊香保地区の許可申請は、第４条による申請が２件、

第５条による申請が４件、合計６件でありました。

それでは、議案書に沿って報告いたします。

なお、別冊の案内図の番号は議案書の申請番号と同じですので、一

緒にご覧ください。

、 。 。はじめに ４条申請であります 議案書の３ページをご覧ください

申請番号４の１番の現地は、東は畑、西は雑種地、南は道路、北は

一体利用する宅地となっています。問題ないと思います。

申請番号４の２番の１つ目の現地は、東と北は水路、西は田、南は

道路となっています。２つ目の現地は、東は道路、西と南は田、北は

畑となっています。問題ないと思います。

次に５条申請であります。７ページをご覧ください。

申請番号５の１番の現地は、東は道路、西と南と北は畑となってい

ます。問題ないと思います。

申請番号５の２番の現地は、東と北は道路、西は畑、南は宅地とな

っています。問題ないと思います。

、 、 、申請番号５の３番の現地は 東は道路 西は宅地と転用許可済み地
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、 。 。南は宅地 北は転用許可済み地となっています 問題ないと思います

８ページをご覧ください。

申請番号５の４番の現地は、東は畑と田、西は田、南と北は道路と

なっています。問題ないと思います。

以上で第１班、渋川、伊香保地区の現地調査報告を終わります。

議 長 ありがとうございました。

続きまして、髙井眞佐実第１班長、お願いいたします。

１３番 １０月２７日に実施いたしました、現地調査報告をいたします。第

１班は、子持、北橘地区の現地調査を行いました。

参加者は、鳥山孝子委員、飯塚敬子委員、下田三德委員、須田和敏

委員と、私、髙井。事務局は、狩野係長、山口主事の合計７名で実施

しました。

今回の子持、北橘地区の許可申請は、第４条による申請が１件、第

５条による許可後の計画変更申請が１件、第５条による申請が９件、

合計１１件でありました。

それでは、議案書に沿って報告いたします。別冊の案内図の番号は

議案書の申請番号と同じですので、一緒にご覧ください。

、 。 。はじめに ４条申請であります 議案書の４ページをご覧ください

申請番号４の３番の現地は、東は道路、西は申請番号５の１２番の

申請地、南は宅地、北は一体利用する宅地となっています。問題ない

と思います。

次に５条の計画変更申請であります。議案書の５ページをご覧くだ

さい。

申請番号１番の現地は、東は道路と宅地、西と南は田、北は畑とな

っています。問題ないと思います。

次に５条申請であります。議案書の８ページをご覧ください。

申請番号５の５番の現地は、５条の計画変更申請、番号１番の現地

と同じですので、省略させていただきます。

申請番号５の６番の現地は、東と西と北は道路と宅地、南は申請番

号５の７番の申請地となっています。問題ないと思います。

議案書の９ページをご覧ください。

申請番号５の７番の現地は、東と西は畑、南は宅地、北は申請番号

５の６番の申請地となっています。問題ないと思います。

申請番号５の８番の現地は、東は畑、西は宅地、南と北は道路とな

っています。問題ないと思います。

申請番号５の９番の現地は、東は雑種地、西と北は道路、南は田と

なっています。問題ないと思います。

議案書の１０ページをご覧ください。
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申請番号５の１０番の現地は、東と南は畑、西は道路、北は宅地と

畑となっています。問題ないと思います。

申請番号５の１１番の現地は、東と南は道路、西は畑、北は宅地と

畑となっています。問題ないと思います。

議案書の１１ページをご覧ください。

申請番号５の１２番の現地は、東は宅地と申請番号４の３番の申請

地、西と南と北は畑となっています。問題ないと思います。

申請番号５の１３番の現地は、東は畑、西と南と北は道路となって

います。問題ないと思います。

以上で報告を終わります。

議 長 ありがとうございました。現地調査の報告が終わりました。

ただいまの報告につきまして、質疑等がありましたらお願いいたし

ます。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、質疑を終結します。

以上で現地調査報告を終わります。

続きまして、議事日程第８、協議第１号、地籍調査における農地に

関する地目認定についてを議題とし、意見の決定を求めます。事務局

より説明をお願いいたします。

事務局 はい、議長。農地調整係長。

議 長 はい、農地調整係長。

事務局 ただいまご上程いただきました、地籍調査における農地に関する地

目認定についてご説明いたします。協議書の１ページをお願いいたし

ます。

協議第１号、地籍調査における農地に関する地目認定について、次

、 。のとおり協議があったので 意見の決定を総会にお願いするものです

なお、詳細につきましては土木管理課の担当職員より説明させます

ので、よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長 それでは、土木管理課の担当者から説明をしていただきます。

土木管理 土木管理課、国土調査係の田子です。

課 まず、地籍調査事業の概要について説明させていただきます。

地籍調査とは、国土調査法で定められた、国土の開発及び保全並び
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にその利用の高度化を資するとともに、併せて地籍の明確化を図るた

め、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的とした調査

であり、筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並

びに境界及び地積に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作

成する調査になります。

渋川市では令和元年度から２か年にわたり、横堀Ⅷ（はち）地区、

（ ） 。津久田Ⅱ に 地区の２地区の現地調査及び測量を実施しております

横堀Ⅷ地区は、面積０．３７キロ平方メートル、８００筆。津久田Ⅱ

地区は、面積０．７３キロ平方メートル、４８９筆を調査いたしまし

た。

お手持ちの協議書の説明に移ります。協議書の２ページをお願いい

たします。

２ページから２６ページまでは、横堀Ⅷ地区及び津久田Ⅱ地区の現

地調査の結果において、農地に関する登記地目と現況地目に相違のあ

る土地をまとめた表になります。表頭の左から、土地の所在、所有者

住所、所有者氏名。調査前地目、こちらは登記地目になります。調査

後地目、こちらは現況地目になります。該当する土地は、横堀Ⅷ地区

が１６５筆、津久田Ⅱ地区が４０筆になります。

私からは以上です。

議 長 説明が終わりました。これより審議を行います。

質疑のある方はお願いいたします。

１ 番 はい。１番、星野。

議 長 はい、１番、星野安久委員。

１ 番 この表の中に面積の欄がありますが、数字が載っていないのは何か

理由がありますか。

土木管理 面積が載っていないのは、この後、最終的にそれぞれの土地所有者

課 や一般の閲覧に供する機会を設けます。その際に変更等が出る可能性

もあるので、今回はあくまで地目についてのみ記載させていただきま

した。

議 長 よろしいですか。ほかにありますか。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。お諮りいたします。
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協議第１号、地籍調査における農地に関する地目認定については、

主管課において地目変更登記の手続きを行うことでご異議ございませ

んか。

（ 異議なし」の声あり）「

議 長 異議なしと認め、議案のとおり決定することに決しました。

続きまして、議事日程第９、議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請についてを議題とし、処分の決定を求めます。

申請番号３の１番から３の３番の３件を上程し、審議いたします。

事務局の説明をお願いいたします。

事務局 はい、議長。農地調整係長。

議 長 はい、農地調整係長。

事務局 ただいまご上程いただきました、農地法第３条の規定による許可申

請につきましてご説明いたします。議案書の１ページをお願いいたし

ます。

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、次のと

おり農地法第３条の規定による許可申請がありましたので、処分の決

定を総会にお願いするものです。

申請番号３の１番から３の３番につきまして、権利関係、土地の所

、 、 、在及び面積等並びに申請人の住所 氏名 経営状況等につきましては

議案書に記載のとおりです。

申請番号３の１番は、営農型太陽光発電設備設置のための申請とな

ります。

申請番号３の２番及び３の３番の２件につきましては、農地の交換

による農業経営効率化のための申請となります。

それぞれ受人、渡人当事者の話合いが整いましたので申請されたも

のです。

また、お手元に配布してあります農地法第３条調査書につきまして

は、記載のとおりです｡

以上で、農地法第３条の規定による許可申請の説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

申請番号３の１番から３の３番の３件について審議します。

質疑のある方はお願いいたします。
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（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。お諮りします。

議案第１号、申請番号３の１番から３の３番の３件については、許

可することでご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

、 、議 長 異議なしと認め 申請番号３の１番から３の３番の３件については

議案のとおり許可することに決しました。

続きまして、議事日程第１０、議案第２号、農地法第４条の規定に

よる許可申請についてを議題とし、処分の決定を求めます。

申請番号４の１番から４の３番の３件を上程し、審議いたします。

事務局の説明をお願いいたします。

事務局 はい、議長。農地調整係長。

議 長 はい、農地調整係長。

事務局 ただいまご上程いただきました、農地法第４条の規定による許可申

請につきましてご説明いたします。議案書の３ページをお願いいたし

ます。

議案第２号、農地法第４条の規定による許可申請について、次のと

おり農地法第４条の規定による許可申請がありましたので、処分の決

定を総会にお願いするものです。

申請番号４の１番から４の３番につきまして、申請地の所在、面積

等及び申請人の住所、氏名並びに転用目的、農地区分等については、

議案書に記載のとおりです。

申請番号４の１番は 農業公共投資がなく 周辺の一団の農地も１０、 、

ヘクタール未満で、小集団の生産性の低い農地に該当すると思われま

す。

なお、申請地は既に農地以外の利用がなされており、申請人より始

末書が出されています。

申請番号４の２番は、農用地区域内にありますが、農地改良を実施

するための一時転用申請であり、不許可の例外に該当すると思われま

す。

４ページをお願いいたします。

申請番号４の３番は、市街化が見込まれる、市街地に近接する区域

内にあり、周辺の一団の農地も１０ヘクタール未満の農地に該当する

と思われます。
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なお、申請地は既に農地以外の利用がなされており、申請人より始

末書が出されています。

以上で、農地法第４条の規定による許可申請の説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

申請番号４の１番から４の３番の３件についてを審議します。

質疑のある方はお願いいたします。

４ 番 はい。４番、角田。

議 長 はい、４番、角田壽一委員。

４ 番 申請番号４の２番について、農地改良ということで、期間も３年間

となっていますが、どのような農地改良なのでしょうか。

事務局 はい、議長。事務局長。

議 長 はい、事務局長。

事務局 この方は、建設残土を農地に入れたいということで、３年の期間を

とっていますが、入り次第終了するということです。

土砂条例に該当しますので、そちらの手続きも行い、土砂の検査を

しながら適正な土を入れるという計画でございます。

、 。４ 番 農地改良というのは 土質改良というふうに捉えた方がいいですか

議 長 田んぼを畑にしていくということです。

ほかに質疑のある方はお願いいたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。お諮りします。

、 、議案第２号 申請番号４の１番から４の３番の３件につきましては

許可することでご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

、 、議 長 異議なしと認め 申請番号４の１番から４の３番の３件については

議案のとおり許可することに決しました。
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続きまして、議事日程第１１、議案第３号、農地法第５条の規定に

よる許可後の計画変更申請についてを議題とし、処分の決定を求めま

す。

申請番号１番の１件を上程し、審議いたします。事務局の説明をお

願いいたします。

事務局 はい、議長。農地調整係長。

議 長 はい、農地調整係長。

事務局 ただいまご上程いただきました、農地法第５条の規定による許可後

の計画変更申請につきましてご説明いたします。議案書の５ページを

お願いいたします。

議案第３号、農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請につ

いて、次のとおり農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請が

ありましたので、処分の決定を総会にお願いするものです。

、 、 、 、申請番号１番につきまして 申請人の変更前 変更後の住所 氏名

契約内容、土地の表示、転用目的等は、議案書に記載のとおりです。

変更前申請人は、昭和５４年１２月１８日付け群馬県指令により、

一般住宅用地及び出入口として農地法第５条の規定による許可を受け

ましたが、当初計画していた計画が諸事情により実行できませんでし

た。一方、変更後申請人は、申請地を一般住宅用地として使用する計

画であり、売買による両者の話合いが整いましたので、全部承継した

く計画変更申請するものです。

なお、本案件は、第５条の申請が併せて提出されております。

以上で、農地法第５条の規定による許可後の計画変更申請の説明を

終わります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

これより、申請番号１番の１件について審議します。

質疑のある方はお願いいたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。お諮りします。

議案第３号、申請番号１番の１件については、許可することでご異

議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「



- 12 -

議 長 異議なしと認め、議案のとおり許可することに決しました。

続きまして、議事日程第１２、議案第４号、農地法第５条の規定に

よる許可申請についてを議題とし、処分の決定を求めます。

申請番号５の１番から５の１３番の１３件を上程し、審議いたしま

す。事務局の説明をお願いいたします。

事務局 はい、議長。農地調整係長。

議 長 はい、農地調整係長。

事務局 ただいまご上程いただきました、農地法第５条の規定による許可申

請につきましてご説明いたします。議案書の７ページをお願いいたし

ます。

議案第４号、農地法第５条の規定による許可申請について、次のと

おり農地法第５条の規定による許可申請がありましたので、処分の決

定を総会にお願いするものです。

申請番号５の１番から５の１３番につきまして、権利関係、申請地

の所在、面積等及び申請人の住所、氏名並びに転用目的、農地区分等

については、議案書に記載のとおりです。

申請番号５の１番は 農業公共投資がなく 周辺の一団の農地も１０、 、

ヘクタール未満で、小集団の生産性の低い農地に該当すると思われま

す。

申請番号５の２番は、都市計画法の用途地域内にあり、農地区分は

議案書に記載のとおりです。

申請番号５の３番は、都市計画法の用途地域内にあり、農地区分は

議案書に記載のとおりです。

８ページをお願いいたします。

申請番号５の４番は 農業公共投資がなく 周辺の一団の農地も１０、 、

ヘクタール未満で、小集団の生産性の低い農地に該当すると思われま

す。

申請番号５の５番は、農業公共投資がある区域ですが、周辺には住

宅が点在し、申請地も周辺集落に接続していることから、第１種農地

の不許可の例外に該当すると思われます。

申請番号５の６番は、農業公共投資がある区域ですが、周辺には住

宅が点在し、申請地も周辺集落に接続していることから、第１種農地

の不許可の例外に該当すると思われます。

９ページをお願いします。

申請番号５の７番は、農業公共投資がある区域ですが、周辺には住

宅が点在し、申請地も周辺集落に接続していることから、第１種農地
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の不許可の例外に該当すると思われます。

申請番号５の８番は 農業公共投資がなく 周辺の一団の農地も１０、 、

ヘクタール未満で、小集団の生産性の低い農地に該当すると思われま

す。

申請番号５の９番は、農業公共投資がある区域ですが、市街化が見

込まれる、市街地に近接する区域内にあり、周辺の一団の農地も１０

ヘクタール未満の農地に該当すると思われます。

１０ページをお願いいたします。

申請番号５の１０番は、農用地区域内に該当しますが、営農型太陽

光発電施設用地として使用するための一時転用申請であり、不許可の

例外に該当すると思われます。

なお、営農型発電の農地法許可申請実情調査を１０月２７日に実施

いたしましたが、結果については、お手元に配布しました実情調査結

果報告書に記載のとおりです。

申請番号５の１１番は、子持行政センターから約４００メートルの

所に位置しており、農地区分は議案書に記載のとおりと思われます。

１１ページをお願いいたします。

申請番号５の１２番は、市街化が見込まれる、市街地に近接する区

域内にあり、周辺の一団の農地も１０ヘクタール未満の農地に該当す

ると思われます。

申請番号５の１３番は、農業公共投資がある区域ですが、周辺には

住宅が点在し、申請地も周辺集落に接続していることから、第１種農

地の不許可の例外に該当すると思われます。

以上で、農地法第５条の規定による許可申請の説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

まずはじめに、申請番号５の１０番の１件について審議します。そ

れでは、営農型発電設備の農地法許可申請実情調査の報告を、調査員

を代表して飯塚敬子委員にお願いいたします。

７ 番 はい、議長。７番、飯塚。

議 長 はい、７番、飯塚敬子委員。

７ 番 調査は１０月２７日に、山本会長、大島会長職務代理者、髙 農政

部会長、小野 夫推進委員、飯塚源一推進委員と私、飯塚。事務局か

らは、中澤事務局長、吉田係長、狩野係長の計９名で実施しました。

お手元に配布した実情調査書の番号１番から７番の各項目について、

適合でありましたのでご報告いたします。以上です。
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議 長 ありがとうございました。

それでは、申請番号５の１０番の１件を審議します。

先ほどの報告を含め、当該申請事案について質疑のある方はお願い

いたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。お諮りいたします。

議案第４号、申請番号５の１０番の１件については、許可すること

でご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

議 長 異議なしと認め、申請番号５の１０番の１件については、議案のと

おり許可することに決しました。

続きまして、議案第４号、申請番号５の１０番の１件を除く申請番

号５の１番から１３番の１２件について審議します。

質疑のある方はお願いいたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。

議案第４号、申請番号５の１０番の１件を除く申請番号５の１番か

、 。ら１３番の１２件については 許可することでご異議ございませんか

（ 異議なし」の声あり）「

議 長 異議なしと認め、申請番号５の１０番の１件を除く申請番号５の１

番から１３番の１２件については、議案のとおり許可することに決し

ました。

続きまして、議事日程第１３、議案第５号、公売農地の買受適格証

明願、農地法第３条該当についてを議題とし、議決を求めます。

番号１番の１件を上程し、審議いたします。事務局の説明をお願い

いたします。

事務局 はい、議長。農地調整係長。

議 長 はい、農地調整係長。
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事務局 ただいまご上程いただきました、公売農地の買受適格証明願、農地

、 。 、法第３条該当につきまして ご説明いたします 議案書の１３ページ

１４ページ関連です。はじめに、１３ページをお願いします。

議案第５号、公売農地の買受適格証明願、農地法第３条該当につい

て、次のとおり公売農地の買受適格証明願がありましたので、処分の

決定を総会にお願いするものです。

該当農地につきましては、項番４のとおりで、番号、土地の所在、

地番、地目、面積、所有者氏名等、議案書に記載のとおりです。

議案書の１４ページをお願いいたします。

耕作目的の願出人につきまして、氏名、住所、申請地、願出人の経

、 。営状況等は議案書に記載のとおりで 野菜の栽培を予定しております

なお、今回買受適格証明された者が、所定の手続きの上、公売物件

を落札し、その後農地法第３条の規定による許可申請書が当農業委員

会に提出された場合は、次回開催の委員会審査を待たずに、会長専決

規程により許可書を交付することの内容で議決していただきたいと思

います。

また、お手元に配布してあります農地法第３条調査書につきまして

は、記載のとおりです｡

以上で、公売農地の買受適格証明願についての説明を終わります。

よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長 事務局の説明が終わりました。これより審議を行います。

質疑のある方はお願いいたします。

１ 番 はい。１番、星野。

議 長 はい、１番、星野安久委員。

１ 番 買受適格ということについて、どんな審査をされたのですか。

事務局 はい、議長。事務局長。

議 長 はい、事務局長。

事務局 この方は４０アールの農地を取得しています。その耕作状況につい

て現地を確認し、適正に農業経営できるものと判断しています。

１ 番 農家をどんな程度やっているのでしょうか。

事務局 はい、議長。農業振興係長。
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議 長 はい、農業振興係長。

事務局 農業経営についてですが、田んぼについては水稲を約２反、畑につ

いては野菜を約２反経営している状況です。

１７番 はい。１７番、廣瀬。

議 長 はい、１７番、廣瀬淳委員。

１７番 １３ページで所有する方と耕作する方がおられるのですが、次のペ

ージの耕作目的の願出人が別の方となっていて、この部分がよく分か

らなかったのですが。

事務局 はい、議長。農業振興係長。

議 長 はい、農業振興係長。

事務局 １３ページに記載の所有者については、現在の所有者です。１４ペ

ージは入札を希望する方で、落札になれば、この方が所有権を取得す

ることになります。

議 長 ほかに何かございますか。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。お諮りします。

議案第５号、番号１番の１件については、許可することでご異議ご

ざいませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

議 長 異議なしと認め、議案のとおり許可することに決しました。

なお、落札者が同趣旨の農地法第３条の規定による許可申請書を提

出したときは、会長専決で許可することに決しました。

続きまして、議事日程第１４、議案第６号、農用地利用集積計画の

決定についてを議題とし、議決を求めます。事務局の説明をお願いし

ます。

事務局 はい、議長。事務局長。
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議 長 はい、事務局長。

事務局 ただいまご上程いただきました、議案第６号、農用地利用集積計画

の決定についてをご説明いたします。議案書の１５ページをお願いし

ます。

農用地利用集積計画の決定について、農業委員会の議決をお願いす

るものでございます。

この農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１

項の規定により、農業委員会の決定を経て定めることとなります。

今回の計画決定に伴う対象農地については、渋川、小野上、子持、

赤城、北橘地区における農用地利用集積計画であります。

なお、この計画概要の公告は、令和２年１２月１日を予定しており

ます。

、 、計画概要につきましては １５ページの表の右の列に記載のとおり

利用権設定に係る利用権存続期間の合計は、所有者が６２人、借受人

が２６人、筆数が１１０筆、面積が１６９，４１２．７４平方メート

ルです。この個別の内訳は、１６ページから２０ページに記載の利用

権設定総括表のとおりであります。

また、この計画につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしているものと考えております。

以上で議案第６号の説明を終わります。

ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願いいたします。

議 長 事務局の説明が終わりました。

質疑のある方はお願いいたします。

（ 質疑なし」の声あり）「

議 長 質疑なしと認め、審議を打ち切ります。お諮りします。

議案第６号、農用地利用集積計画の決定については、認めることで

ご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

議 長 異議なしと認め、議案のとおり承認することに決しました。

以上をもちまして、第２０回総会を閉会いたします。

ご協力ありがとうございました。
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閉 会 ＜午前１０時１１分＞


